
川崎市上下水道局規程第１８号 

川崎市上下水道局財務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 令和７年３月３１日 

         川崎市上下水道事業管理者 大 澤 太 郎      

 

   川崎市上下水道局財務規程の一部を改正する規程 

川崎市上下水道局財務規程（昭和３９年川崎市水道局規程第８号）の一部を

次のように改正する。 

 第８条第２項を削る。 

 第９条中「現金」を「現金等」に改める。 

第２４条第１項中「財務課の下水道財務・財務会計システム担当の担当課長

」を「財務課の下水道財務・財源担当の担当課長（以下「財務課担当課長」と

いう。）」に改める。 

第２６条第２項、第３２条、第５０条の２、第５１条第１項及び第５３条中

「財務課の下水道財務・財務会計システム担当の担当課長」を「財務課担当課

長」に改める。 

 第６２条中「現金支払」を「支払」に改める。 

 第６４条第２項中「現金出納簿」を「前渡金出納簿」に改める。 

 第６６条第１項第１号中「翌月５日」を「翌月７日」に改め、同項第２号及

び第６９条第２項中「５日以内」を「７日以内」に改める。 

 第８２条第１項第４号中「３営業日後」を「３営業日以内」に改め、同条第

２項中「みずほ信託銀行株式会社」の次に「、楽天銀行株式会社、株式会社イ

オン銀行及び住信ＳＢＩネット銀行株式会社」を、「同項第１号」の次に「及

び第３号」を加える。 

第８４条第２項中「局の執務終了時刻の１時間前まで」を「午後３時まで」



に改める。 

 第８７条第４項中「株式会社ゆうちょ銀行」の次に「、楽天銀行株式会社、

株式会社イオン銀行及び住信ＳＢＩネット銀行株式会社」を加え、「通知書」

を「通知書等」に改める。 

第１７０条、第１７２条第１項、第１７５条、第１７７条から第１７９条ま

で、第１８３条及び第１８４条、第１８６条第１項、第１８８条から第１９１

条まで並びに第１９４条から第１９７条までの規定中「財務課の下水道財務・

財務会計システム担当の担当課長」を「財務課担当課長」に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。  


